
民間住宅における住宅家賃等の代理納付に関する実施要綱 

 

制定 平成２３年１２月 １日 

改正 令和 ７年 ４月 １日 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、生活保護法（昭和 25年法律第 144号。以下「法」という。）によ

る住宅扶助を受給している世帯（以下「被保護世帯」という。）のうち民間住宅に入居

した世帯に対し、法第 37条の２及び生活保護法施行令（昭和 25年政令第 148号）第３

条の規定に基づき、保護の適正な運用を図るため、民間住宅における住宅家賃及び法第

31 条第３項の規定により交付する保護金品であって賃借して居住する住宅にかかる共

益費の代理納付に関して必要な事項を定めるものである。 

（対象となる費用） 

第２条 代理納付を行う対象は、住宅扶助費のうち家賃・間代・地代等の賃貸借契約に

よる賃貸料（代理納付の開始以前の滞納分、契約更新料又は火災保険料などは除く）及

び共益費（以下「住宅家賃等」という。）とし、補修その他住宅の維持管理のために要

する費用及び転居の際に必要とする敷金等は対象としない。 

２ 原則として共益費は住宅扶助費と同時に家主等に支払う必要があるものであり、共

益費だけでは代理納付しない。 

 

（対象となる被保護世帯） 

第３条 代理納付の対象となる被保護世帯については、原則、住宅扶助基準額内で家

賃・間代・地代等の賃貸借契約による賃貸料の全額受給をしている被保護世帯で、次の

各号に該当するものを含め、住宅家賃等について原則代理納付を適用する。 

（１） 保護受給中に住宅家賃等を滞納している世帯及び高齢等により日常生活能力が

欠如し住宅家賃等が未納となるおそれがある世帯。 

（２） 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成 19 年法

律第 112号）第 21条第１項に規定する登録事業者が提供する同法第 10条第５項に規定

する登録住宅に新たに入居する世帯及び現に居住している世帯。 

 

（対象とならない被保護世帯） 

第４条 前条の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当するものは代理納付の適用

をしない取扱いとする。 

（１） 口座振替等により住宅扶助の目的が達せられる場合、家主または不動産管理会

社等（以下「家主等」という。）が希望しない場合。 

（２） 物品の購入や貸与、生活支援サービスなどの居室の提供以外のサービス利用等

の強要や著しく高額な共益費等の請求、通帳・身分証明書を取り上げられるなど不当な

行為が認められる場合。 



（代理納付の方法） 

第５条 家主等は、保健福祉センター所長に対し、代理納付願など必要な書類の提出を

行うこと。 

２ 保健福祉センター所長は、家主等から代理納付願の申出により審査を行い、当該被

保護世帯にかかる住宅家賃等の代理納付について適用を決定したときは、家主等及び被

保護世帯へ文書により通知する。 

３ 保健福祉センター所長は、家主等に対し振込先口座及び振込内容の内訳及び賃貸借

契約状況の有無等が記載された書類を送付し、住宅家賃等を指定された金融機関の口座

に振り込む。 

４ 保健福祉センター所長は、家主等から、賃借人の毎月１日時点の賃貸借契約状況の

有無について、その月の 10日までに書類で報告を受ける。10日までに書類が提出され

なかった場合、家主等が虚偽の書類を提出した場合などは、代理納付を中止することが

できる。 

５ 保健福祉センター所長は、賃貸借契約書の家賃納付日にかかわらず、原則として各

月の生活保護費の定例支払日に各月分の住宅家賃等を代理納付する。 

 

（代理納付の変更） 

第６条 保健福祉センター所長は、住宅扶助費等を変更した場合は、その旨を被保護世

帯及び家主等に文書により通知する。 

２ 保健福祉センター所長は、次に掲げる事項について変更があった場合は、家主等よ

り必要書類の提出を受ける。この場合において、保健福祉センター所長は、必要に応じ、

文書により家主等に通知する。 

 （１）家主等の住所、氏名（不動産管理会社等の場合は、法人名・代表者氏名等） 

 （２）振込先金融機関の口座情報 

 （３）住宅家賃等 

 

（代理納付の中止） 

第７条 保健福祉センター所長は、代理納付の対象としている住宅家賃等の債権を有す

る者（家主等）に変更があった場合は、必要に応じて代理納付を中止することができる。 

２ 保健福祉センター所長は、第４条に該当する場合は、必要に応じて代理納付を中止

することができる。 

３ 保健福祉センター所長は、家主等からの申し出により代理納付の中止を決定した場

合、文書により代理納付の中止を家主等及び被保護世帯に通知する。 

４ 保健福祉センター所長は、被保護世帯について、保護の廃止等により、住宅扶助費

の全部または一部を支給されなくなった場合、または保健福祉センター所長が代理納付

を中止することが適切と判断したときは、被保護世帯及び家主等に文書により通知する。 

５ 保護の変更・停止・廃止等により、すでに代理納付した住宅家賃等の全部または一

部が過払いになった場合、保健福祉センター所長は、家主等に対して納付書等を送付し、



返還を求める。 

 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。 

附則 

  この要綱は、平成２４年２月１日から施行する。 

附則 

  この要綱は、平成２４年５月１４日から施行する。 

附則 

  この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

附則 

  この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。 

附則 

  この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


